　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■利用できる日　  年末年始（12月29日～1月3日）を除き利用できます。

ただし、臨時に休館する場合がありますので、事前にご確認ください。
土・日・祝日やホール・調理実習室を利用される場合、事前打ち合わせをお願いします。
■利用時間　 9時から22時まで（利用時間には準備や片付け、掃除時間も含みます）　　　　　　　　　 　夜間は22時までに退館していただくようお願いします。
■予約／申込み　・利用月の6ヶ月前から電話等で仮予約ができます。
仮予約後すみやかに、当センター窓口に備付、または、十日市自治連合会のホームページ
に登録してある「施設利用申請書」へ記入のうえ、郵送・ＦＡＸ・メールのいずれかの
方法により提出してください。「施設利用申請書」の提出をもって予約完了となります。
「施設利用申請書」の提出がない場合は、仮予約を取り消させていただくことがあります。

・十日市自治連合会の会議・行事を優先しますので、利用される方の日時や部屋の変更を
お願いする場合がありますのでご承知ください。
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　■利用料金表（市内居住者利用）
	施設・設備
	午前
9時～1２時
	午後
1２時～17時
	夜間
17時～22時
	終日
9時～22時

	ホール
	3,200円
	4,200円
	6,400円
	10,400円

	（２階）講座室（1･2）
（３階）和室

（３階）フローリングルーム
	1,200円
	1,600円
	2,200円
	4,200円

	（１階）会議室
（１階）調理実習室
（２階）講座室各部屋（1、2、3）

（３階）多目的室
	800円
	1,000円
	1,400円
	2,600円

	
	1,400円
	
	

	（２階）フリースペース
	200円/1人〔２時間上限〕

	
	※利用内容により利用できない場合があります。
予約は必要ありませんが事務室で所定の手続きが必要です。

	ホール付属設備
	移動席（198席）
	2,200円

	
	スクリーン
	1,200円

	
	プロジェクター
	1,200円


１．市外居住者の場合は、規定料金の２倍の額とします。
２．営利利用の場合、市内居住者は規定料金の３倍の額、市外居住者は規定料金の５倍の額とします。

３．冷房または暖房を使用する場合は、規定料金の５割の額を加算します。

４．ホールの音響機器、特殊照明、調理実習室の調理機器を使用する場合は、規定料金の３割の額を加算
します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《裏面へ》
5．飲酒できる部屋は、「調理実習室と会議室を併用するとき」「2階講座室の全室を利用する時」及び
「ホールを利用する時」のみです。ただしホールの移動席を利用する場合は、ホールでの飲酒は出来
ません。
６．利用料金のお支払いは、原則、当日現金のお支払いとなります。（振り込み等はできません）
７．敷地内は禁煙となっています。
■利用料の減免について
　　・次の場合は、利用料金等を減免します。
　　　➀単位自治組織(区)〔所属する単位常会、子ども会を含む〕・十日市自治連合会関係団体・市内の住民
自治組織
【利用料金の全額を減免、冷暖房費および設備費は規定料金】
　　　②市外の住民自治組織・三次市共催、後援、協賛、協力〔教育委員会を含む〕
【利用料金の半額を減免、冷暖房費および設備費は規定料金】
　　　③その他、十日市自治連合会会長が特に必要と認めた場合
【十日市自治連合会会長が定める額】
■利用のキャンセルについて

　・利用をキャンセルされる場合は、キャンセルすべき事由が判明した後、速やかに申し出てください。
　　なお、キャンセル料については次のとおりとします。
◆キャンセル料を申し受けない場合
　　・利用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。
　　・利用者が利用の日から１週間前までに利用のキャンセルを申し出て、十日市自治連合会が相当の
理由があると認めたとき。
◆キャンセル料を申し受ける場合
　　・当日、連絡なく来館されなかったときは、利用料金の『全額』を申し受けます。
　　・上記「キャンセル料を申し受けない場合」に該当しない事由が発生したときは、利用料金の『半額』
を申し受けます。
　　・その他、十日市自治連合会がキャンセル料を申し受けるに相当すると認めたときは、十日市自治
連合会が定める額を申し受けます。
■利用の制限について

・三次市コミュニティセンター設置及び管理条例第８条の規定に基づき、センターの利用を
許可しない場合があります。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十日市コミュニティセンター（十日市きんさいセンター）の利用について





・十日市自治連合会ホームページは、こちらの


　ＱＲコードからアクセスしてください。
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